
 

随 意 契 約 結 果 一 覧 表 

契約の名称 契約年月日 契約の相手方 
契約金額

（円） 
契約の相手方を選定した理由 摘  要 

本道における鉄道網の重

要性等の発信事業委託業

務 

令和 3年 

10月 1日 

「本道における鉄道網

の重要性等の発信事

業委託業務」受託コン

ソーシアム 

代表者 株式会社ジ

ェイアール東日本企

画（東京都渋谷区恵

比寿南１－５－５JR

恵比寿ビル） 

構成員 株式会社ＪＲ

北海道ソリューション

ズ（札幌市東区北６条

東４丁目１－４NEビ

ル６F） 

 

9,950,000 

（選定の理由） 

(1) 事業者の業務遂行能力 

これまで道内外で様々なＰＲ事業を実施した実績を有する

など、業務を遂行する上で必要な専門知識・技術を有し、か

つ十分な業務処理体制が整っている。 

(2) 企画提案の適合性 

・作成する特設ＷＥＢサイトが道内各線区を地図などにより視

覚的にわかりやすく紹介するとともに、動画についても沿線

の特徴を的確にとらえた構成となっているなど、道内鉄道網

の重要性等を多角的な視点から発信できることが認められ

る。 

・首都圏及び道内においてデジタルや紙媒体といった広報媒体

を複数組み合わせてプロモーションを実施するとともに、幅

広い層へ周知を行う手法が提案されている。 

(3)プロポーザル審査委員会による審査結果（72.2点）において、

評価標準点（55点）以上の評価である。 

（契約方法の根拠） 

政令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方

針（昭和４５年４月１日付け局総第２３０号総務部長、副出納

長通達「北海道財務規則の運用について（依命通達）」）第３節

関係１の(２) 

  

 


